
教
育
大
綱
を
策
定

　

市
は
、「
日
本
一
子
ど
も
の
心
に
寄
り
添

い
、
個
々
の
力
を
引
き
出
し
、
伸
ば
す
義
務

教
育
」
を
推
進
し
、
本
市
の
未
来
に
貢
献
で

き
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

平
成
27
年
９
月
に
可
児
市
教
育
大
綱
を
策

定
し
ま
し
た
（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　
教
育
基
本
計
画
（
後
期
計
画
）

　

ま
た
、
教
育
大
綱
に
掲
げ
る
目
標
を
実
現

す
る
た
め
、
可
児
市
教
育
基
本
計
画
（
後
期

計
画
）
を
策
定
し
ま
し
た
。
後
期
計
画
の
期

間
は
平
成
28
年
度
か
ら
31
年
度
の
４
年
間

で
す
。

　

後
期
計
画
は
、
教
育
現
場
の
実
態
に
即
し

た
、
実
効
性
の
あ
る
取
り
組
み
を
中
心
に
簡

潔
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
施
策
や
主
な
取
り

組
み
な
ど
を
定
め
た
ほ
か
、
施
策
の
進
捗
状

況
や
達
成
状
況
を
測
る
指
標
と
し
て
目
標

値
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

笑
顔
の
学
校

　

後
期
計
画
は
、
学
校
現
場
の
子
ど
も
た
ち

や
先
生
、
保
護
者
、
地
域
の
皆
さ
ん
な
ど
に

笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
「
笑
顔
の
学
校
」
と
し
ま
し
た
。

　

市
内
の
学
校
に
笑
顔
が
広
が
る
こ
と
で
、

教
育
大
綱
の
実
現
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

エ
デ
ュ
ー
ス
９

ナ
イ
ン

の
取
り
組
み
を
継
承

　

こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
エ
デ
ュ
ー
ス
９

に
つ
い
て
は
、そ
の
中
核
的
な
取
り
組
み
を
、

「
笑
顔
の
学
校
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
継

承
し
て
い
き
ま
す
。

笑
顔
の
学
校
に
す
る
た
め
に

　

後
期
計
画
で
は
５
つ
の
基
本
目
標
を
定
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

Ⅰ
．
夢
に
向
か
っ
て
生
き
生
き
と
学
べ
る

幼
児
教
育
・
学
校
教
育

　

夢
に
向
か
っ
て
た
く
ま
し
く
チ
ャ
レ
ン

ジ
で
き
る
よ
う
、
知
・
徳
・
体
の
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
力
を
養
い
ま
す
。

Ⅱ
．
あ
た
た
か
さ
と
厳
し
さ
を
持
つ
家
庭

づ
く
り
・
地
域
づ
く
り

　

家
庭
・
地
域
・
行
政
が
相
互
に
連
携
し

て
子
育
て
に
関
わ
れ
る
施
策
を
推
進
し
ま

す
。

Ⅲ
．
市
民
の
意
欲
と
能
力
を
伸
ば
し
、
生

か
す
生
涯
学
習

　

誰
も
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
、
社
会
貢

献
や
新
た
な
挑
戦
が
で
き
る
施
策
を
推
進

し
ま
す
。

Ⅳ
．
健
康
、
生
き
が
い
、
人
と
の
つ
な
が

り
を
つ
く
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動

　

誰
も
が
い
つ
で
も
身
近
に
ス
ポ
ー
ツ
活

動
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
施
策
を
推
進

し
ま
す
。

Ⅴ
．
文
化
・
芸
術
の
創
造
と
歴
史
の
継
承

　

可
児
市
の
歴
史
・
風
土
を
反
映
し
た
特
色

あ
る
事
業
、
子
ど
も
た
ち
の
ふ
る
さ
と
観
を

醸
成
す
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

問
合
先
　
教
育
総
務
課

　本市の子育ての基本理念である「マイナス 10カ月から　つなぐ　まなぶ　かかわる　子育て」のもと
で、その主要な役割を担う義務教育を中心として、子育て全般における切れ目のない教育を推進してい
くため、次のとおり「可児市教育大綱」を定める。

　平成 27年９月１日
可児市長　冨田成輝

可児市教育大綱
目指す方向
「日本一子どもの心に寄り添い、個々の力を引き出し、伸ばす義務教育」を推進し、可児市の未来に貢献
できる人材を育成します。

５つの目標
１．「豊かな心」を育みます
　自分自身を認めることはもとより、命の大切さや相手を思いやる気持ち、良好な人間関係を築くため
に必要な「豊かな心」を育みます。

２．「共に生きるためのルールを守る意識」を高めます
　社会生活を営むうえで必要な礼儀、道徳、規則など、「共に生きるためのルールを守る意識」を高めます。

３．「夢に向かってチャレンジできるたくましい力」を養います
　学力・体力の向上をはじめ、社会や環境の変化、困難な課題に直面しても、夢の実現に向けて自分の
考えを持ち、想像力を発揮して「夢に向かってチャレンジできるたくましい力」を養います。

４．「ふるさとを愛し、社会に進んで貢献できる人」を育てます
　ふるさと “可児 ”への誇りを持ち続けながら、ふるさとの人や社会、自然との関わりやつながりを大切
にし、地域社会の一員として「ふるさとを愛し、社会に進んで貢献できる人」を育てます。

５．「子どもは地域全体で育てる意識」を高めます
　家庭、地域住民、子育てに関わる各種組織、地域に関わる各種団体等がそれぞれの立場で役割を果たし、
相互に連携して「子どもは地域全体で育てる意識」を高めます。

可児市教育委員会
教育長

篭橋義朗

　子どもたちの明るくた
くましい豊かな心を育ん
でまいります。笑顔の子ど

もたちを、先生、保護者、地域の皆さんの笑顔で囲
み、勉強や体験や遊びができる学校をつくりたいと
思います。いじめや自殺や虐待などの社会問題が山
積する今だからこそ、あえて笑顔の学校を掲げ、可
児市を真っすぐで澄んだ瞳の小中学生であふれさせ
たいと思います。

後期計画策定委員会委員
（可児市民生児童委員連絡協
議会　児童委員会委員長）

荻野淑さん

　笑顔の学校には、子ども
は地域の宝であるという

思いが込められていると感じます。
　地域や学校、保護者が笑顔で包み込むことで、子
どもたちの笑顔が広がっていってほしいです。
　子どもたちには、人との関わりをたくさん持って、
成長してほしいですね。自分の夢を持ち続け、決し
て諦めないでください。

笑顔の学校を目指して

後期計画に合わせ、市章をもとに
シンボルマークを作成しました。
市民の皆さんに「笑顔の学校」が
浸透するように、関連する施策や
行事などにおいて積極的に活用し
ていきます。

笑

顔の学校 で教育大綱の実現を
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